
●募集、採用、労働契約  ●賃金の基本   ●就業規則  ●退職、解雇、雇止め  
●労働時間管理 ●休憩、休日、年次有給休暇 ●最新の法改正 etc

「介護事業所が守らなければならない法定事項」

公益財団法人 介 護 労 働 安 定 セ ン タ － 神奈川支部
神奈川県横浜市中区弁天通６－７９港和ビル８Ｆ

優秀な人材の確保・職場定着・人材育成のために雇用管理が大切です。
介護事業所の事業主・管理者・人事労務担当者の方々を対象に、介護事業所に精通した講師より
介護事業所特有の課題などに対応した雇用管理の知識を学ぶ講習会を開催します。

お申込み・お問い合わせ先

  「介護スタッフのモチベーションアップのための人事戦略」

講師： 社会保険労務士 古江 一輝 氏

★お申し込みは、裏面の受講申込書にて、FAXで送信願います。

10/20（火）
12:30～16:40

介護労働者雇用管理責任者講習
無料

総合コース
3時間10分

会場 ウィリング横浜 
横浜市港南区上大岡西1-6-1 
ゆめおおおかオフィスタワー

令和８年度 厚生労働省委託事業

７/２３(木)
9:30～12:40

講師： 特定社会保険労務士 田邊 雅子 氏

●働きがいを感じられる職場づくり ●働きやすい職場環境の醸成 ●介護職員の定着率向上
 のための人材育成（階層別人材育成計画、納得感のある評価基準） etc

「介護人材の確保・定着のための取組み」

講師： 特定社会保険労務士 佐藤 紀一 氏

７/２３（木）
13:40～16:50

総合コース
3時間10分

●介護事業所の経営とヒト ●事業所の強み弱みを知る ●採用と職場定着の促進
●事業の効率化、生産性向上 ●管理者が必要なコミュニケーション ●教育訓練（人材育成）●
人事評価 etc

「介護事業所のリスクマネジメント」９/１０(木)
12:30～16:40

講師： 特定社会保険労務士 惠島 美王子 氏

●介護事業所に潜む潜在的リスク ●現場で起こりうるリスク事例とその背景
●介護現場におけるカスハラ対策 etc専門コース

4時間10分
（グループワーク含む）

介護労働者雇用管理責任者講習の目的
本事業は、介護事業所の理解を得ながら、雇用管理の責任者を受講対象として選定します 。
講習を通じて、事業所内での雇用管理責任者の選任と、雇用管理の改善を促進することを目的としています。

各回定員50名程度
各回テキスト無料配付  

ＴＥＬ：０４５－２１２－００１５ ＦＡＸ：０４５－２１２－００１６
https://www.kaigo-center.or.jp/shibu/kanagawa/

専門コース
4時間10分

（グループワーク含む）



介護労働者雇用管理責任者講習 受講申込書

公益財団法人介護労働安定センター 神奈川支部
ＦＡＸ ０４５－２１２－００１６

回 日 時 実施内容

1回 ７月２３日(木)
9：30～12：40

総合コース ３時間１０分
～介護事業所が守らなければならない法定事項～
◇講師：古江 一輝 氏 （社会保険労務士）

2回
７月２３日(木)

13：40～16：50

総合コース ３時間１０分
～介護人材の確保・定着のための取組み～

◇講師：佐藤 紀一 氏 （特定社会保険労務士）

3回
９月１０日(木)

12：30～16：40

専門コース ４時間１０分
～介護事業所のリスクマネジメント～

◇講師：惠島 美王子 氏 （特定社会保険労務士）

4回
１０月２０日(火)
12：30～16：40

専門コース ４時間１０分
～介護スタッフのモチベーションアップのための人事戦略～

◇講師：田邊 雅子 氏 （特定社会保険労務士）

※ご希望の欄に「〇」をご記入ください。

〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通 ６－７９ 港和ビル ８Ｆ
  ＴＥＬ：０４５－２１２－００１５ ＦＡＸ：０４５－２１２－００１６

https://www.kaigo-center.or.jp/shibu/kanagawa/

お問い合わせ先・申込先

公益財団法人 介護労働安定セ ン タ － 神奈川支部

※各講習の１週間前迄に受講票をメールまたはＦＡＸにてお送り致します。

※当センターのプライバシーポリシーに基づき申込書等の内容は厳重に管理し、ご本人の了解なしに第三者へ提供されることはありません。

FAX FAX

◆雇用管理責任者を選任されていない事業所は、受講後選任していただくようお願いします
◆受付は原則先着順ですが、会場定員が超過した場合は開設３年以内、50人以下の事業所、
雇用管理責任者未選任の事業所が優先となりますのでご了承下さい。

（フリガナ）

受 講 者 氏 名 役 職

事 業 所 名

主なサービスの種類

事業所所在地 〒
  TEL : 

E-mail:                               FAX:

開設３年以内 □ はい □ いいえ

50人以下の事業所 □ はい □ いいえ

雇用管理責任者を選任していますか？ □ はい □ いいえ    □ わからない

介護労働者雇用管理責任者とは
雇用管理責任者は、介護事業所における雇用管理の改善、相談対応、その他の管理業務を担当する方です。

選任後は、事業所内に氏名を掲示するなどして、介護労働者へ周知をお願いいたします。
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